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確認検査業務に関する監督命令処分について 

 

 

平素は、弊社の確認検査業務に関しまして、格別のご支援、ご協力を賜りまして厚く

お礼申し上げます。 

さて、弊社の令和 6 年度の確認検査業務におきまして、計画された建物の内、主用

途の建物１棟の延べ面積について、平面図と求積図の不整合を見過ごしたことにより、

消防法により求められる自動火災報知機の設置がないまま確認済証を交付した事案が

ございました。 

このことにより、本日、国土交通省より建築基準法に基づく監督命令を受けましたの

でご報告いたしますとともに、ご心配をお掛けしますこと心よりお詫び申し上げます。 

弊社は、今回の監督命令を厳粛に受け止め、法令遵守をさらに徹底し、信頼回復に努

めてまいりますので、何卒ご理解とご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げま

す。 
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